
令和６年度観光地域づくり実証実験業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名  

令和６年度観光地域づくり実証実験業務 

 

２ 業務目的  

 東員町観光地域づくり戦略に掲げる将来ビジョン『健康発見、また訪れたくなる東員町』

の実現のため、既存観光資源を活用して、東員町の特徴である「健康」を核とした PR イベ

ントを実施することで、主に名古屋圏域をはじめとした近隣３県（愛知県、岐阜県、滋賀県）

を対象に東員町の魅力を発信し、観光誘客、滞在時間向上、観光消費額向上につなげること

を目的とする。 

 

３ 業務概要  

（１）業務内容 

別紙「令和６年度観光地域づくり実証実験業務仕様書」のとおり 

（２）委託料上限額 

３，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（３）業務履行期間 

契約締結の日から令和７年３月３１日（月）まで 

 

４ 選定方式及び契約方法  

「２ 業務目的」を達成するに当たり、行政では着想しないアイデアやノウハウを持った、

高度な専門人材を紹介できる能力が必要である。このため、専門的な知識や過去に同様の業

務等を実施した実績等をもった業者の提案を広く公募し、提案内容を評価するプロポーザ

ル方式によって受注候補者を特定するものである。なお、受注候補者の決定後、仕様書等に

ついて協議を行い、協議が整った時点で当該業者と随意契約を締結するものである。 

 

５ 参加資格  

本プロポーザルに参加する資格を有する者は，次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

（２）プロポーザル参加申込書提出期限日以降において、指名停止措置を受けていない

こと。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は会

社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行ってい



ない者（再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）であるこ

と。 

（４）プロポーザル参加申込書提出期限日以降において、東員町の締結する契約等からの

暴力団等排除措置要綱（平成２９年東員町告示第７４号）に基づく入札からの排除

措置を受けていないこと。 

 

６ 提出書類及び方法等 

本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次の「プロポーザル参加申込書（様式第１

号）」等の書類※へ必要事項を記入、押印の上、後述の１４の事務局（提出及び問い合わせ

先）へ提出すること。 

（１）提出期限・提出書類 

 【提出期限：令和６年１２月３日（火）午後５時まで】 

・プロポーザル参加申込書（様式第１号）            １部 

・会社等概要書（様式第 2 号）                         ３部 

 

 【提出期限：令和 6 年１２月１７日（火）午後５時まで】 

・企画提案書（様式第３号）                           ７部 

・見積書（様式第４号）                        正本１部、複写６部 

・実施体制（様式第５号）                             ７部 

 

  ※すべての様式は、提出部数 7 部のうち１部は社印押印の原本とし、残りの７部は複  

写可で社名が特定される部分は黒塗り等を行うこと。また、企画提案書の記載内容 

に社名が特定される表記は行わないこと。 

※書類は、原則Ａ４版とする。 

 

（２）提出方法 

１４の事務局（提出及び問い合わせ先）へ直接又は郵送（必着）とする。提出書類につい

てはすべて紙媒体で提出すること。なお、提出書類は一切返却しない。 

 

７ 質問及び回答 

プロポーザルに関して質問がある場合は、令和６年１２月３日（火）午後５時までに質問

書（様式第６号）にて、政策課広報秘書係へ電子メール（kouhou@town.toin.lg.jp）で提出す

ること。 

なお、質問事項及び質問事項に対する回答については、提出者に対し令和６年１２月５日

（木）午後５時までに電子メールで通知する。 

 



８ 候補者の選定方法 

（１）参加資格審査 

プロポーザル参加申込書（様式第１号）等を提出後に参加資格の書類審査を実施し、そ

の結果を令和６年１２月５日（木）付け（予定）で通知する。 

町が、参加資格を有すると判断した者（以下、「参加資格者」とする。）に対しプレゼン

テーションの時間と場所を決定した通知を併せて行う。 

なお、全ての通知については、電子メール及び書面で通知することとし、スケジュール

については１１スケジュール（予定）を参考にすること。 

 

（２）選定委員会 

 本プロポーザルを実施するに当たり別途「令和６年度観光地域づくり実証実験業務業者

選定委員会（以下、選定委員会とする。）」を設置するものとする。選定委員会の委員は、東

員町職員を含む概ね 5 名の範囲で構成する。なお、委員がやむを得ず審査に参加できない

場合は、当該委員が指名するものを委員とすることができる。また事務局は政策課に置くも

のとする。 

 

（３）審査方法 

審査は、次の日程で行う提案者によるプレゼンテーションの内容を選定委員会において

審査し、競争性・透明性の確保に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査・

採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。 

番号 項目名 注意事項等 

１ 日時・会場 ・令和６年１２月２４日（火）午前９時以降 

・集合時間および会場については、事業者ごとに「参加資格

審査結果通知書」で指定する。 

２ 順  番 ・プロポーザル参加意思確認書到着順とする。 

３ 持ち時間 ・【プレゼンテーション】２５分以内 

・【委員からの質疑】１０分程度 

４ 出席者 ・３人以内 

・事業者を特定できる名札等はつけないこと。 

５ 持参物等 ・パワーポイント等を使用する場合は、東員町でプロジェ

クター、スクリーンの準備をするが、パソコン等は参加者が

用意すること。なお、接続については HDMI 接続を想定し

ている。 

６ 審査について ・事前提出書類とプロポーザル参加者が行うプレゼンテー

ションの内容に基づき審査する。 

 

 



 

（４）決定方法 

次の「評価基準」に基づく評価の結果、最高評価点を得た提案者を契約候補者として選定

する。 

【評価基準】 

※最高点の者が複数の場合は、評価基準のうち評価項目②「企画・提案力」の点数が最も高

い者で決定する。 

※プロポーザル参加事業者が 1 社の場合、企画提案書等の審査により選考するとともに、

業務を適切に実施できると判断した場合は、当該参加者を契約候補者として選定する 

 

９ プロポーザル審査結果 

プロポーザル審査結果は書面にて参加者に通知する。なお、電話等での問い合わせは一切

受け付けない。 

 

１０ 契約候補者との契約 

町は契約締結に向けて、候補者と業務の実施方針及び手法などについて協議及び調整を

行った上で、業務委託契約の締結を行う。候補者の企画提案書に記載された全内容を承認す

るものではない。なお、協議が不調となった場合には、次点の候補者と同様の手続きを行う

ものとする。 

評 価 項 目 内 容 配点 

①業務理解度 

東員町観光地域づくり戦略のビジョンを理解し、

ターゲットへ効果的な PR となる提案になってい

るか。 

２０点 

②企画・提案力 

東員町の観光地域づくりの一端を担う事業とし

て、提案者の専門性やノウハウに基づく魅力的な

企画・提案であるか。 

４０点 

③業務遂行の計画

性 

業務を理解した上で、より効果的、効率的に業務

を遂行できるか。 
２０点 

④業務実績及び 

実施体制 

本業務を迅速に遂行する体制が十分にできてお

り、類似した経験と実績を有しているか。 
１０点 

⑤見積金額 企画提案書に見合った見積額の妥当性があるか。 １０点 

合 計 １００点 



１１ スケジュール（予定） 

 手   順 時期、期限等 

1 参加申込書の提出締切 令和６年１２月３日（火） 

2 質疑書の提出締切 令和６年１２月３日（火） 

3 質疑書に対する回答 令和６年１２月５日（木） 

4 参加資格結果通知 

プレゼンテーション時間決定通知 
令和６年１２月５日（木） 

5 企画提案書等の提出締切 令和６年１２月１７日（火） 

6 プレゼンテーション、審査 令和６年１２月２４日（火） 

7 契約候補者の選定結果通知 令和６年１２月２４日（火） 

8 契約候補者の選定結果公表 令和６年１２月２４日（火） 

9 契約候補者との打合せ 令和６年１２月下旬 

10 契約締結 令和６年１２月下旬 

 

１２ 失格条件  

次の各号のいずれかに該当した場合は，失格とする。 

（１）提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）３の委託費を超えた見積書を提出した場合 

（４）評価及び審査の公平性を害する行為があったと町長が認めた場合 

（５）実施要領の内容に違反すると町長が認めた場合 

（６）その他本町の指示に違反する場合 

 

１３ その他の留意事項  

（１）業務の実績等については，日本国内の業務の実績等をもって判断するものとする。 

（２）参加申込書類の作成及び提出に要する費用等は，全て参加者の負担とする。 

（３）提出された企画提案書等の著作権は，その提出者に帰属することとする。 

（４）提出書類の内容に含まれる著作権，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日

本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法又は維

持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は，全て参加者が負うものとする。 

（５）提出された参加申込書類は，受注候補者の選定以外に提出者に無断で使用しないが，

選定に必要な範囲において複製することがある。 

（６）参加者は，複数の参加申込書及び企画提案書を提出することはできない。 

（７）提出期限以後における参加申込書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めな

い。 

（８）提出された企画提案書等は，東員町情報公開条例に基づく情報公開請求の対象とな

る。 



（９）参加申込書類の提出後に辞退する場合は，辞退届（様式第７号）を１１の担当課に

持参又は郵送により提出すること。 

（１０）参加者（参加を予定している者を含む。）又はその関係者は，選定委員会の委員

に接触することを禁止し，接触の事実が認められた場合には失格とすることがある。 

 

１４ 事務局（提出及び問い合わせ先） 

東員町役場 政策課 広報秘書係 

住 所：〒511-0295 三重県員弁郡東員町大字山田 1600 番地 

電 話：0594-86-2862（直通） 

メールアドレス：kouhou@town.toin.lg.jp 


